
福知山市住民共助による土砂等撤去補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、台風、大雨、地震等の自然災害(以下「自然災害」という。)に起

因して住居及び生活関連施設に流入した土砂等を、住民自らが共助により撤去する場

合に係る費用を軽減するために予算の範囲内において交付する福知山市住民共助によ

る土砂等撤去補助金（以下「補助金」という。）について、福知山市補助金交付規則

（昭和２８年福知山市規則第５号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものと

する。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

（１）住居 住民が日常生活を営む本拠地として使用する住宅をいう。 

（２）生活関連施設 住居の敷地及び住居に接続し、生活を維持する上で必要不可欠な

道路並びにこれらに関連する農業用道路及び用排水路、用排水機場その他農業用か

んがい排水施設をいう。 

（３）住民共助 自治会又は自主防災組織（以下「自治会等」という。）が主体となり、

地域住民が相互に行う助け合いをいう。 

 （補助対象） 

第３条 補助金の交付対象は、自治会等とする。 

 （補助対象経費） 

第４条 補助金の対象となる経費は、自然災害に起因して住居及び生活関連施設に流入

した土砂等を住民共助により撤去する際に要する経費とし、別表に掲げるものとする。

ただし、国、府又は市の他の補助を受ける場合は、対象としないものとする。 

 （補助金の額等） 

第５条 補助金の額は、前条に規定する費用について別表に基づき算出したものの合計

金額に対し２分の１を乗じた額とし、３万円を上限とする。 

２ 前項の補助金の額に１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金

額を補助金の額とする。 

３ 補助金の申請は、１自然災害につき１回とする。 

 （交付の申請） 

第６条 補助金の交付を申請しようとするときは、福知山市住民共助による土砂等撤去

事業補助金交付申請書（別記第１号様式）に関係書類を添えて提出しなければならな

い。 

（事前着手） 

第７条 自治会等は、補助金の交付の決定前に事業を実施した場合は、補助金の交付を

受けることができない。ただし、やむを得ない事由により、交付の決定前に事業を実

施しようとする場合において、事前着手届（別記第２号様式）を市長に提出したとき

は、この限りでない。 

 （交付の決定） 

第８条 市長は、第６条の申請書を受け付けたときは、これを審査し、交付の可否及び

補助金の額を決定するものとする。 

（事業の変更及び中止等の報告） 

第９条 補助金の交付の決定を受けた自治会等は、その対象となる事業（以下｢補助対象



事業｣という。）の内容若しくは経費の金額を変更し、又は当該事業を中止をしようと

する場合は、速やかにその理由を市長に報告し、その承認を受けなければならない。 

２ 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合は、速やかに市長に報告し、その指

示を受けなければならない。 

 （実績報告） 

第１０条 補助対象事業が完了したときは、福知山市住民共助による土砂等撤去事業補

助金事業実績報告書（別記第３号様式）に関係書類を添えて提出しなければならない。 

２ 前項の実績報告書は、当該事業完了の日から起算して１か月以内又は翌年度の４月

５日までのいずれか早い日までに提出しなければならない。 

 （補助金の返還） 

第１１条  市長は、自治会等が虚偽の申請、土砂等の不適切な処理その他不正な手段に

より補助金の交付を受けたと認めたときは、当該交付の決定を取り消し、又は変更す

るとともに既に交付した補助金の全部又は一部について返還を命ずることができる。 

 （その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、告示の日から施行し、平成２２年４月１日以後に発生した自然災害に係

る補助金から適用する。 

   

 

別表（第４条、第５条関係） 

 

区  分 基   準   額 

作業経費相当額 １人１日につき４，０００円 

パワーショベル賃借料 １台につき１０，０００円 

ダンプトラック賃借料 １台につき１０，０００円 

土砂処分費 実   費 

備考  

１ 作業経費相当額については、トラック等の燃料費及び諸器材の損耗又は購入費を含 

む。 

２ 同一人物が２日間以上にわたり作業を実施した場合は、延べ人数とする。 


